
 

議案第２号 

三郷市都市計画マスタープラン策定協議会の設置につい

て【諮問】 



 

 

三郷市都市計画マスタープランの策定方針及び策定体制 

 

１．計画策定の趣旨 

 

本市では、平成 13 年度を初年度とする三郷市都市計画マスタープランに

基づき、計画的な土地利用を推進しているところです。 

現行の都市計画マスタープランは、令和２年度に計画期間の終了を迎えま

す。このことから、新たなまちづくりに向けた都市計画マスタープランの

策定にあたり、同時に策定する第５次総合計画や国・埼玉県の計画・構想

に即し、都市計画の視点から施策の方針を示すものです。 

また、都市計画を決定・変更する際や、個別の課題・地区について検討を

行う際、まちづくりのルールの検討を行う際の指針となるものです。 

 

２．都市計画マスタープラン策定の視点 

 

都市計画マスタープランは、以下の視点に配慮し策定を進めていきます。 

 

① 社会経済状況への対応 

市民ニーズや人口減少、少子高齢化の進展など 

② 都市的土地利用の整序・集約化 

産業系の開発、再開発、将来道路網の構築、住宅施策など 

③ 防災から減災への転換 

都市の防災性の向上、復興まちづくりの事前の準備など 

④ その他社会的な課題への対応 

環境負荷の軽減、都市のバリアフリー化、良好な景観の保全・形成など 

 

３．計画の策定体制 

 

１）諮問機関 

  ① 三郷市都市計画審議会 

   学識経験者、市議会議員、公募の市民により構成する「都市計画審議

会」は、都市計画法第７７条の２に基づき設置され、市長の諮問に応じ、

都市計画に関する事項を調査審議する機関です。 

   都市計画マスタープランの原案について意見聴取を行い、案が作成さ

れた段階で諮問し、答申を受け都市計画マスタープランを策定すること

となります。 



 

 

２）市民参加 

① 三郷市都市計画マスタープラン策定協議会 

 都市計画マスタープランの原案の作成段階において、市民等の意見を反 

映させるため、学識経験者、関係団体、市民等で構成された、策定協議会 

を設置します。 

三郷市都市計画審議会には、審議会条例第７条に基づき、特別な事項を

処理させるため、必要に応じ審議会に部会を設置することができます。 

部会には、都市計画マスタープラン策定に際し、策定協議会の機能を 

持たせるものとし、所掌事項については、別途要領を定めるものとします。 

 

② その他 

   その他の市民参加として、市民アンケート調査、地域別ワークショッ

プ、パブリック・コメント手続きを実施します。 

   市民アンケート調査について、市民意識調査の結果を参考に、市民が

期待する将来のまちづくりについて、より詳しい調査を実施します。 

   地域別ワークショップについて、地域別構想の作成にあたり、当該地 

域の実情や、住民の意見を反映するために市内を５地区に分けてワーク 

ショップを実施します。 

パブリック・コメント手続について、市民から広く意見を求め、提出さ

れた意見や要望などに対して、本市の考え方を公表し、併せてマスター

プランにも反映させていきます。 

 

３）庁内組織体制 

計画策定は同時期に策定される総合計画と整合性を図ることから、総合

計画の庁内組織体制を基本とし、都市計画マスタープランの内容に関わ

る各部課室から選出され、策定チームのメンバーは総合計画と同一とし

ています。 

① 策定委員会 

部長級職員による策定委員会を開催し、都市計画マスタープラン策定協

議会及び都市計画審議会の検討資料となる案を策定します。 

 

  ② 策定チーム 

都市計画マスタープランの内容に関わる各部においてチームを組織し、

策定委員会の下部組織として案の作成を行います。作成した案は策定委

員会での検討資料とします。 

 



 

 

●チームリーダー 

行政職給料表５級以上の職員とし、策定チーム内での案とりまとめ、 

またチームの調整を図ります。 

 

●計画担当者 

都市計画マスタープランの内容に関わる各課室より、行政職給料表４ 

級以上の職員を各１名選出し、計画策定にあたり、必要な作業、調整を

図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



※都市計画法第77条の2

部会

※都市計画法第18条の2第3項 ※都市計画審議会条例
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４）組織体制表 
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●マスタープラン策定

●都市計画審議会

●三郷市議会　他

●協議会等
　※学識経験者、関係団体等

三郷市都市計画マスタープラン（ＭＰ）策定スケジュール
令和元年10月17日現在
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　※部長

●策定チーム
　※チームリーダー・計画担当者

●市民参加

●業務委託

　　※総合計画策定委員会と同日開催で
　　　調整しています。
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H31・R1年度 R2年度 R3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

●マスタープラン策定

●都市計画審議会

●三郷市議会　他

●協議会等
　※学識経験者、関係団体等

三郷市都市計画マスタープラン（ＭＰ）策定スケジュール
令和元年11月1日現在
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●策定委員会
　※部長

●策定チーム
　※チームリーダー・計画担当者

●市民参加

●業務委託

　　※総合計画策定委員会と同日開催で
　　　調整しています。

案
パ
ブ
コ
メ

パ
ブ
コ
メ
案

構
想
・地
域
別

構
想
・地
域
別

構
想
骨
子

評
価
・課
題

現行計画の評

価

契
約
締
結

契
約
手
続

プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル

MP策定支援

（評価課題整理、アンケート、骨子作成、各会議支援、WS支援、パネル展示、MP作成）

マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
策
定

アンケート

調査

構
想
骨
子

地域別

WS

５地区

全体構想・地域別構想の検討

パブコメ案の検討

プ
ラ
ン
の
施
行
（令
和
３
年
４
月
）

ＭＰ冊子作成

庁
内
組
織
発
足

オープン

ハウス

（パネル

展示）

全体構想骨子の検討



○三郷市都市計画審議会条例 

平成１２年３月１８日 

条例第１１号 

改正 平成１９年１２月１３日条例第３６号 

平成２５年１２月１６日条例第３０号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第７７条の

２第１項及び第３項の規定に基づき、三郷市都市計画審議会の設置、組織

及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 都市計画法第７７条の２第１項の規定に基づき、三郷市都市計画審

議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員１５人以内で組織する。 

２ 委員は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び

運営の基準を定める政令（昭和４４年政令第１１号）第３条第１項及び第

２項に規定する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

（臨時委員及び専門委員） 

第４条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時

委員若干人を置くことができる。 

２ 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干

人を置くことができる。 

３ 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱し、又は任命する。 



４ 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委

員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解

任されるものとする。 

（会長） 

第５条 審議会に会長を置く。 

２ 会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙

によってこれを定める。 

３ 会長は、会務を掌理する。 

４ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を

代理する。 

（議事） 

第６条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の２分の１以上が出席しな

ければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数

をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

（部会） 

第７条 審議会は、その権限に属する特別な事項を処理させるため、必要に

応じ、部会を開くことができる。 

（幹事） 

第８条 審議会に、幹事若干人を置く。 

２ 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。 

３ 幹事は、会長の命を受け、審議会の事務を所掌する。 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は、まちづくり推進部都市デザイン課において処理す

る。 



（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則

で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

（三郷市都市計画審議会条例の廃止） 

２ 三郷市都市計画審議会条例（昭和４４年条例第２７号。以下「旧条例」

という。）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の日の前日において旧条例第２条の規定により置かれて

いる三郷市都市計画審議会は、この条例第２条の規定により置かれた三郷

市都市計画審議会とみなす。 

４ この条例の施行の日の前日において旧条例第３条第２項の規定により三

郷市都市計画審議会の委員に委嘱されている者は、この条例第３条第２項

の規定により委嘱し、又は任命されたものとみなす。この場合において、

委員の任期については、その者が旧条例第３条第２項の規定により委嘱さ

れた日から起算する。 

附 則（平成１９年１２月１３日条例第３６号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年１２月１６日条例第３０号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 



○三郷市都市計画審議会部会運営要領  
 

（趣旨） 

第１条 この要領は、三郷市都市計画審議会（以下「審議会」という）条例

第７条に基づき設置する部会において、処理すべき事項とその運営に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事項） 

第２条 部会が所掌する事務は、都市計画法（昭和43年法律第100号）第18

条の２の規定に基づく都市計画に関する基本的な方針（以下「マスタープ

ラン」という。）の策定に係るものとし、次の各号のとおりとする。 

（１）マスタープランの原案へ意見・助言を行うこと。 

（２）その他審議会が必要と認める事項。 

２ この部会は、三郷市都市計画マスタープラン策定協議会と称するものと

する。 

（組織） 

第３条 部会は、委員20人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のう 

ちから市長が委嘱する。 

（１） 学識経験を有する者 

（２） 市民を代表する者 

（３） 各種団体の代表者 

（４） 前各３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

２ 委員の任期は、マスタープランの策定が完了する日までとする。ただし、 

委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員の身分を失う。ま 

た、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす 

る。 

（部会長及び部会長代理） 

第４条 部会に部会長及び部会長代理を置く。部会長は、審議会会長が指名



するものとし、部会長代理は委員の互選により定める。 

２ 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。 

３ 部会長代理は、部会長を補佐し、会長に事故があるとき又はかけたとき

は、その職務を代理する。 

（会議等） 

第５条 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、部会長が議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。 

３ 部会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意 

見又は説明を聴くことができる。 

（意見の聴取等） 

第６条 部会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席

させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 部会の庶務は、まちづくり推進部都市デザイン課が処理する。 

（その他） 

第８条 この要領に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部

会長が別に定める。 

附 則 

この要領は、令和元年１１月１２日から施行する。 

 



定　数 備　考

三郷市都市計画審議会
部会運営要領
第３条第１項第１号
（学識経験を有する者）

都市計画審議会委員（学識経験者）
政令第３条第１号
【産業、商業、工業、金融、農業、住宅、
　まちづくり】

８名

第３条第１項第２号
（市民を代表する者）

都市計画審議会委員（公募の市民）
政令第３条第２号

２名

第３条第１項第３号
（各種団体の代表者）

第３条第１項第４号
（市長が必要と認める者）

≪関係法令抜粋≫

【都市計画法】
第７７条の２　この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市町村長の諮問
　に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、市町村に、市町村都市計画審議会を置くこ
　とができる。
２　市町村都市計画審議会は、都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議することがで
　きる。
３　市町村都市計画審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、市町村
　の条例で定める。

【都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令】
第３条　市町村都市計画審議会を組織する委員は、学識経験のある者及び市町村の議会の議員につ
　き、市町村長が任命するものとする。
２　市町村長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは都道府県の職員又は当該市町村
　の住民のうちから、市町村都市計画審議会を組織する委員を任命することができる。

【三郷市都市計画審議会条例】
第４条　審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くこと
　ができる。
２　審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
３　臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
４　臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項
　に関　する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
第７条　審議会は、その権限に属する特別な事項を処理させるため、必要に応じ、部会を開くこと
　ができる。

都市計画審議会専門委員
条例第４条第２号
【防災、子育て、福祉、まちづくり】

三郷市都市計画マスタープラン策定協議会　委員構成

１０名
以内

区　分 構　成

【参 考】


